
議案第８６号 

 

 

   小金井市専用水道等の事務委託について 

 

 

 小金井市専用水道等の事務を別紙小金井市専用水道事務等の事務委託に関する規約

により東京都に委託する。 

 

 

     平成２４年１１月２９日提出 

 

          小金井市長 稲 葉 孝 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 小金井市専用水道等の事務を東京都に委託するため、地方自治法第２５２条の１４

第３項において準用する第２５２条の２第３項本文の規定に基づき、本案を提出する

ものであります。 



   小金井市専用水道事務等の事務委託に関する規約 

 

 （委託事務の範囲） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定に基

づき、小金井市（以下「甲」という。）は、次に掲げる事務（以下「委託事務」と

いう。）の管理及び執行を東京都（以下「乙」という。）に委託する。 

 ⑴ 専用水道に関する事務（甲が設置者として行う事務を除く。次号から第４号ま

でにおいて同じ。） 

 ⑵ 簡易専用水道に関する事務 

 ⑶ 東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

（平成１４年東京都条例第１６９号）に規定する小規模貯水槽水道等の衛生管理

に関する事務に相当する事務 

 ⑷ 飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱（昭和６２年９月３０日付６２衛環環

第５８７号東京都衛生局長決定）に規定する飲用に供する井戸等の衛生管理に関

する事務に相当する事務 

 （経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、

特に必要と認めた場合は、その一部を負担することができる。 

２ 前項の経費の額及び交付の時期は、甲と乙とが協議して定める。 

 （収入の帰属） 

第３条 委託事務の管理及び執行に伴う収入は、乙に帰属する。 

 （収入及び支出の経理） 

第４条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にし

ておくものとする。 

 （収入及び支出の精算） 

第５条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の精算を行い、

その明細を甲に通知する。 

 （条例等の制定改廃の場合の措置） 

第６条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他の規程等

が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、

乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

 （委託事務の管理及び執行の細目） 



第７条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、

甲と乙とが協議して定める。 

 

   附 則 

 この規約の有効期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に１年間継続する

ものとし、以後この例による。 

 

   平成  年  月  日 

 

       東京都小金井市本町六丁目６番３号 

     甲 小金井市 

        代表者 小金井市長 

 

       東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

     乙 東京都 

        代表者 東京都知事 

 

 


